
　 　高石市立老人保健施設　　R2.4.1現在

利用 介護保険費


時間 
（一割負担金）

８０９ 円 １,６６７ 円

９５３ 円 １,８１１ 円

１,０９４ 円 １,９５２ 円

１,２６２ 円 ２,１２０ 円

１,４２８ 円 ２,２８６ 円

４０８ 円 ４８９ 円

４３９ 円 ５２０ 円

４７３ 円 ５５４ 円

５０５ 円 ５８６ 円

５３８ 円 ６１９ 円

ＡM ６２４ 円 １,４０１ 円

７２０ 円 １,４９７ 円

８１５ 円 １,５９２ 円

９３７ 円 １,７１４ 円

１,０６０ 円 １,８３７ 円

PM ６２４ 円 １,４８２ 円

７２０ 円 １,５７８ 円

８１５ 円 １,６７３ 円

９３７ 円 １,７９５ 円

１,０６０ 円 １,９１８ 円

利用 介護保険費


時間 
（一割負担金）

１,９８１ 円 

４,１７３ 円 

 ※ 介護報酬の計算上、四捨五入等で１円単位の金額が異なる場合がございます。

 ※ 介護保険費や食費等の実費を合計した標準的な金額です。なお介護保険費が二割／三割負担になる場合もあります。

 ※ 介護保険費には基本額の他に体制加算費と介護職員処遇改善費を含んでおります。

 ※ 利用当日に利用をキャンセルされた場合は、食費を請求させて頂きます。

 ※ 日用品費／教養娯楽費とはレクリエーション材料費や喫茶、及び入浴時のシャンプーやタオル代金等となります。

　令和　　　年　　　月　　　日　　

　　利用に際し、日用品費教養娯楽費等の実費

　料金について事業者から説明を受け、これら

　の料金負担について同意します。
     （ 続柄　　　　　　　）  印

　　　　　　　　　　　　　印　　

日用品費

２５０ 円 

教養娯楽費

２５０ 円 

１日あたりの合計料金

介護　２

介護　３

介護　２

０ 円 

２５０ 円 

介護　２

基本利用料金

介護　１

４７４ 円 ５３ 円 

４７４ 円 
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４７４ 円 
支援　１

０ 円 

８１ 円 

２５０ 円 
１,９８１ 円 ＋（８０５円×利用回数）

４,１７３ 円 ＋（８０５円×利用回数）
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介護　１

４７４ 円 ５３ 円 

介護　４

介護　５

５３ 円 

０ 円 

通所リハビリテーション ／ 介護予防通所リハビリテーション

昼　食 間　食

日用品費

教養娯楽費
１月あたりの合計料金

入浴費
食　費

昼　食



 ■ 各種加算料金

Ⅰ １ 月 ３６５ 円 

　開始日から６ｶ月以内の期間 １ 月 ９３９ 円 

　開始日から６ｶ月を超える期間 １ 月 ５８６ 円 

　開始日から６ｶ月以内の期間 １ 月 １,２３８ 円 

　開始日から６ｶ月を超える期間 １ 月 ８８４ 円 

　退院（所）日、又は認定日から
  ３ｶ月以内の期間

　開始日から３ｶ月以内の期間 １ 月 ２,２１０ 円 

　開始日から３ｶ月を超え６ｶ月
  以内の期間

　認知症短期集中リハビリ実施加算（Ⅰ） １ 日 ２６６ 円 

  栄養改善加算 １ 月 １６６ 円 

　重度療養管理加算 １ 日 １１１ 円 

　① リハビリマネジメント加算 １ 月 ３６５ 円 

  ② 栄養改善加算 １ 月 １６６ 円 

  ③ 口腔機能向上加算 １ 月 １６６ 円 

　開始日から３ｶ月以内の期間 １ 月 ９９５ 円 

　開始日から３ｶ月を超え６ｶ月
  以内の期間

 ■ その他　（利用された方のみ。※印は、消費税を含む。）

  尿取りパット （普通サイズ） １ 枚 ２５ 円 
  希望により参加された活動によっては、材

  尿取りパット （大容量サイズ） １ 枚 ５０ 円   料費等別途に料金を頂く場合があります。

  パンツタイプ、アテントタイプ １ 枚 １１０ 円 　昼食後以外に希望の場合喫茶代（有料分） ５０ 円／杯 

Ⅲ

※ おむつ代

個別ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ

 （ ｸﾗﾌﾞ活動費 ）

１,１０５ 円 

リハビリ専門職が記憶の訓練や、日常生活活動の訓練を組
み合わせたリハビリを行った場合 （週２回まで算定）

４９７ 円 

医師や担当専門職員がリハビリ会議を行い、利用者の状況を
共有し、通所リハビリ計画について（医師が）説明し、リハビリ
の質の管理を行った場合 （会議は６ｶ月以内の場合は月に１
回、６ｶ月を超える場合には３ｶ月に１回行う）

加齢や廃用症候群等により活動する為の機能が低下した場
合に、それを回復させ、生活行為の充実を図るよう、目標を踏
まえたリハビリを計画的に実施した場合
（リハビリマネジメント加算を算定している事）１ 月

Ⅱ

医師や担当専門職員がリハビリ会議を行い、利用者の状況を
共有し、通所リハビリ計画について（担当PT・OTが）説明し、
その内容を医師へ報告し、リハビリの質の管理を行った場合
（会議は６ｶ月以内の場合は月に１回、６ｶ月を超える場合に
は３ｶ月に１回行う）

栄養相談、食事支援等の栄養改善サービスを提供した場合

摂食・嚥下機能の向上等の支援サービスを提供した場合

生活行為
向上リハ
実施加算

加齢や廃用症候群等により活動する為の機能が低下した場
合に、それを回復させ、生活行為の充実を図るよう、目標を踏
まえたリハビリを計画的に実施した場合
（リハビリマネジメント加算Ⅱを算定している事）１ 月

短期集中
個別リハ
実施加算

１ 日 １２２円 

予
防
給
付

栄養相談、食事支援等の栄養改善サービスを提供した場合

リ
ハ
ビ
リ
マ
ネ
ジ
メ
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ト
加
算

生活行為
向上リハ
実施加算

１ｶ月に４回以上利用しており、利用開始前後１ｶ月の間にリ
ハビリ専門職が居宅を訪問し、リハビリ計画を策定した場合
（医師がリハビリ訓練の、①目的 ②実施時の留意事項 ③中
止する際の基準 ④負荷 の４項目のうち、１つ以上の指示を
行いリハビリ計画を策定する）

リハビリ専門職が１回当り２０分以上、１日当り４０分以上の個
別リハビリを概ね週に２回以上実施した場合

要介護③④⑤であり、厚生労働大臣が定める手厚い医療
が必要な状態である利用者を受入れした場合

１ｶ月に４回以上利用しており、利用開始前後１ｶ月の間にリ
ハビリ専門職が居宅を訪問し、リハビリ計画を策定した場合
（医師がリハビリ訓練の、①目的 ②実施時の留意事項 ③中
止する際の基準 ④負荷 の４項目のうち、１つ以上の指示を
行いリハビリ計画を策定する）
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